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（１）令和４年度 南砺市国民健康保険事業特別会計決算見込みについて（令和５年１月時点）

歳　入 （単位：千円）

R３年度
決算額

R４年度
決算見込

対前年度
増減額

主な増減内容 （ ）の数値は令和３年度決算額

1. 国民健康保険税 950,366 878,006 △72,360

 現年課税分 860,172千円（930,769千円）
 滞納繰越分  17,834千円（ 19,597千円）
   調定額に収納率見込みを乗じて決算見込みを算出
   現年課税分 98.09％、滞納繰越分 16.91％

2. 使用料及び手数料 148 150 2  督促手数料

3. 国庫支出金 234 0 △234

6. 県支出金 3,820,360 3,560,001 △260,359

 保険給付費等交付金
　 普通交付金   3,409,412千円（3,650,134千円）
　 特別交付金     143,494千円（  162,507千円）
 強化助成費補助金   6,623千円（    7,329千円）
 疾病予防対策事業費等補助金 472千円（399千円）

8. 財産収入 2,159 1,977 △182  財政調整基金利子

10. 繰入金 372,730 383,783 11,053
 一般会計繰入金       334,399千円（325,533千円）
 病院事業会計繰入金  　   199千円（      0千円）
 財政調整基金繰入金  　49,245千円（ 47,197千円）

11. 繰越金 98,133 64,118 △34,015  前年度繰越金

12. 諸収入 41,215 46,369 5,154  延滞金、健診等個人負担金、健診等受託事業収入 等

5,285,345 4,934,404 △350,941

歳　出

1. 総務費 79,697 85,818 6,121

 給与費       60,060千円（56,999千円）
 一般管理費   18,463千円（16,490千円）
 連合会負担金    628千円（   641千円）
 賦課徴収費    6,559千円（ 5,464千円）
 運営協議会費    108千円（   103千円）

2. 保険給付費 3,668,904 3,429,338 △239,566

 療養給付費     2,953,810千円（3,155,107千円）
 療養費            31,448千円（   37,660千円）
 高額療養費       428,597千円（  461,894千円）
 出産育児一時金     5,463千円（    3,782千円）
 葬祭費             1,800千円（    1,950千円）
 傷病手当金        　 154千円（      103千円）
 審査支払手数料     8,066千円（    8,408千円）

3. 国民健康保険
事業費納付金

1,305,325 1,253,719 △51,606
 医療給付費分         864,073千円（892,633千円）
 後期高齢者支援金等分 298,850千円（318,126千円）
 介護納付金分          90,796千円（ 94,566千円）

8. 保健事業費 88,202 91,280 3,078
 保健事業費              4,822千円（ 4,174千円）
 直営診療施設保健事業費  5,759千円（ 5,341千円）
 特定健康診査等事業費   80,699千円（78,687千円）

9. 基金積立金 2,159 1,977 △182
 財政調整基金積立金    　　　 0千円（     0千円）
 基金利子分積立金 　　　  1,977千円（ 2,159千円）

11. 諸支出金 76,940 49,567 △27,373

 保険税還付金、還付加算金  5,586千円（ 2,676千円）
 前年度保険給付費等交付金の返還金
                           8,002千円（40,409千円）
 直営診療施設繰出金       35,979千円（33,855千円）

12. 予備費 0 0 0

5,221,227 4,911,699 △309,528

64,118 22,705 △41,413  繰越金

△79,053 △88,681実質単年度収支
 実質単年度収支
   ＝当年度繰越金－前年度繰越金－基金繰入金＋基金積立金

歳入合計

歳出合計

歳入歳出差引
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（２）令和５年度 南砺市国民健康保険事業特別会計予算（案）について

歳　入 （単位：千円）

R４年度
予算額

R５年度
予算額

対前年度
増減額

主な増減内容 （ ）の数値は令和４年度予算額

1. 国民健康保険税 909,931 844,052 △65,879
 現年課税分 827,173千円（888,505千円）
 滞納繰越分  16,879千円（ 21,426千円）
　 被保険者数の減により、税収が減少

2. 使用料及び手数料 150 150 0  督促手数料

3. 国庫補助金 0 100 100  出産育児一時金臨時補助金

6. 県支出金 3,814,762 3,484,144 △330,618

 保険給付費から第三者納付金､返納金､出産育児一時金
 繰入金を差し引きした額と同額が普通交付金として
 県から交付される。
   保険給付費等交付金
     普通交付金   3,329,003千円（3,664,726千円）
     特別交付金　   147,285千円（  141,726千円）
   強化助成費補助金   7,329千円（    7,838千円）
   疾病予防対策事業費等補助金 527千円（472千円）

8. 財産収入 2,182 1,905 △277  財政調整基金利子

10. 繰入金 396,746 398,795 2,049
 一般会計繰入金     327,729千円（323,310千円）
 財政調整基金繰入金  71,066千円（73,436千円）

11. 繰越金 30,000 30,000 0  前年度繰越金

12. 諸収入 39,529 8,754 △30,775  延滞金、健診等個人負担金、健診等受託事業収入 等

5,193,300 4,767,900 △425,400

歳　出

1. 総務費 86,319 99,211 12,892

 給与費       61,714千円（60,038千円）
 一般管理費   31,372千円（18,463千円）
 連合会負担金    636千円（   667千円）
 賦課徴収費    5,359千円（ 7,021千円）
 運営協議会費    130千円（   130千円）

2. 保険給付費 3,673,826 3,339,470 △334,356

 療養給付費     2,859,058千円（3,145,188千円）
 療養費            34,647千円（   39,184千円）
 高額療養費       423,529千円（  469,018千円）
 移送費                10千円（       10千円）
 出産育児一時金    10,005千円（    8,405千円）
 葬祭費             3,000千円（    3,000千円）
 傷病手当金　　　 　　200千円（　　　　0千円）
 審査支払手数料     9,021千円（    9,021千円）

3. 国民健康保険
事業費納付金

1,253,719 1,177,775 △75,944

 県が市町村の年齢調整後の医療費水準、所得水準、
 被保険者数から算定した納付金を県に支払う。
   医療給付費分         763,246千円（864,073千円）
   後期高齢者支援金等分 324,091千円（298,850千円）
   介護納付金分          90,438千円（ 90,796千円）

8. 保健事業費 110,408 76,150 △34,258

 保健事業費                4,660千円（ 4,822千円）
 高額療養費資金貸付事業費  1,000千円（ 1,000千円）
 直営診療施設保健事業費    5,875千円（ 5,857千円）
 特定健康診査等事業費     64,615千円（98,729千円）

9. 基金積立金 2,182 1,905 △277  財政調整基金利子分の積立金

11. 諸支出金 36,846 43,389 6,543
 保険税還付金、還付加算金  8,806千円（ 7,721千円）
 直営診療施設繰出金       34,583千円（29,125千円）

12. 予備費 30,000 30,000 0

5,193,300 4,767,900 △425,400

歳入合計

歳出合計
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（３）令和５年度 南砺市国民健康保険税条例等の一部改正について 

① 南砺市国民健康保険税条例 

１．国民健康保険税の課税限度額の改正（令和５年４月１日から施行予定） 

  国民健康保険税の課税限度額について、医療給付費分、介護納付金分を据え置き、後期高齢者支援 

金等分を現行の 20 万円から 22 万円に引き上げる。 

               改正前   改正後 

医療給付費分     65 万円 → 65 万円（据え置き） 

   後期高齢者支援金等分 20 万円 → 22 万円（引き上げ） 

   介護納付金分     17 万円 → 17 万円（据え置き） 

合 計        102 万円 → 104 万円 

２．国民健康保険税の軽減判定所得の改正（令和５年４月１日から施行予定） 

  国民健康保険税の軽減措置について、５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、

被保険者数及び特定同一世帯所属者数に乗ずる金額を現行の 28.5 万円から 29 万円に、２割軽減の対

象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数及び特定同一世帯所属者数に乗ずる金額を

現行の 52 万円から 53.5 万円に引き上げる。 

改正前 

７割軽減基準額 ＝ 基礎控除額 33 万円 

５割軽減基準額 ＝ 基礎控除額 33 万円 ＋（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）× 28.5 万円

２割軽減基準額 ＝ 基礎控除額 33 万円 ＋（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）× 52 万円 

改正後 

７割軽減基準額 ＝ 基礎控除額 33 万円 

５割軽減基準額 ＝ 基礎控除額 33 万円 ＋（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）× 29 万円

２割軽減基準額 ＝ 基礎控除額 33 万円 ＋（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）× 53.5 万円

※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に移行し、国民健康保険被保険者の資格を喪失した者で、継続して 

同一の世帯に属する者 

３．出産する被保険者の国民健康保険税の免除（令和６年１月施行予定） 

  出産する被保険者の産前産後期間相当分（４か月間）の被保険者均等割及び所得割を免除する。 
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② 南砺市国民健康保険条例 

１．出産育児一時金の引き上げ（令和５年４月１日から施行予定） 

    出産育児一時金の支給基準額について、48.8 万円（産科医療補償制度の加算対象となる出産にあっ 

ては、50 万円）に引き上げる。 
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資金残高（財政調整基金＋繰越金）の推移と見込み

令和６年度以降は一人あたり国保事業費納付金が

毎年2.5％増加する場合の基金見込額

基金取崩見込額 （＝基金繰入金－基金積立金）

令和５年度 71,066千円、令和６年度 84,901千円

令和７年度 96,622千円、令和８年度 112,953千円
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H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度 R３年度
R４年度
見込み

R５年度
当初予算

R５年度
標準税率

所得割 7.65％ → → 6.40％ → → → → → → 6.40％ 5.77％

均等割 29,600円 → → 25,500円 → → → → → → 25,500円 24,795円

平等割 23,500円 → → 19,700円 → → → → → → 19,700円 16,029円

限度額 51万円 51万円 52万円 54万円 54万円 58万円 61万円 63万円 63万円 65万円 65万円 65万円

一人あたり調定額 80,451円 78,662円 76,133円 66,305円 67,574円 67,645円 68,092円 69,396円 68,127円 66,640円 67,768円 －

伸び率 7.66％ △2.22％ △3.22％ △12.91％ 1.91％ 0.11％ 0.66％ 1.92％ △1.83％ △2.18％ 1.69％ －

所得割 2.10％ → → 1.90％ → → → → → → 1.90％ 2.88％

均等割 8,200円 → → 7,700円 → → → → → → 7,700円 12,015円

平等割 6,400円 → → 6,000円 → → → → → → 6,000円 7,767円

限度額 14万円 16万円 17万円 19万円 19万円 19万円 19万円 19万円 19万円 20万円 22万円 22万円

一人あたり調定額 22,094円 21,858円 21,180円 19,979円 20,398円 20,317円 20,404円 20,761円 20,383円 19,950円 20,308円 －

伸び率 10.96％ △1.07％ △3.10％ △5.67％ 2.10％ △0.40％ 0.43％ 1.75％ △1.82％ △2.12％ 1.79％ －

所得割 1.95％ → → 1.60％ → → → → → → 1.60％ 2.39％

均等割 10,600円 → → 8,200円 → → → → → → 8,200円 12,130円

平等割 6,000円 → → 4,500円 → → → → → → 4,500円 5,967円

限度額 12万円 14万円 16万円 16万円 16万円 16万円 16万円 17万円 17万円 17万円 17万円 17万円

一人あたり調定額 27,052円 27,314円 26,763円 21,614円 21,836円 21,587円 21,621円 21,952円 21,622円 20,688円 20,900円 －

伸び率 8.11％ 0.97％ △2.02％ △19.24％ 1.03％ △1.14％ 0.16％ 1.53％ △1.50％ △4.32％ 1.02％ －

所得割 11.70％ → → 9.90％ → → → → → → 9.90％ 11.04％

均等割 48,400円 → → 41,400円 → → → → → → 41,400円 48,940円

平等割 35,900円 → → 30,200円 → → → → → → 30,200円 29,763円

限度額 77万円 81万円 85万円 89万円 89万円 93万円 96万円 99万円 99万円 102万円 104万円 104万円

一人あたり調定額 112,110円 109,500円 105,599円 92,764円 94,287円 94,036円 94,502円 96,084円 94,277円 92,175円 93,714円 －

伸び率 7.76％ △2.33％ △3.56％ △12.15％ 1.64％ △0.27％ 0.50％ 1.67％ △1.88％ △2.23％ 1.67％ －

※ 令和４年度見込みは、令和５年１月時点の調定額から算出した。

※ 翌年度の標準税率を県が市町村ごとに算定する。 この数値を参考にして、市町村が税率を検討･決定する。

南砺市国民健康保険税の税率及び一人あたり調定額の推移
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体
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令和３年度 国民健康保険料（税） 一人あたり調定額

○の中の数字は、一人あたり保険料（税）の高い順

（円）
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被保険者数の推移 （年度平均）

（単位：人）

H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４見込み R５見込み

一般被保険者 10,596 10,361 10,285 10,064 9,603 9,149  65歳未満＋前期高齢者
65歳未満 4,514 4,402 4,261 4,055 3,921 3,841  ０～64歳
前期高齢者 6,082 5,959 6,024 6,009 5,682 5,308  65～74歳
退職被保険者等 137 25 0 0 0 0
合計 10,733 10,386 10,285 10,064 9,603 9,149  一般＋退職

平均年齢 58.7歳 58.9歳 59.2歳 59.8歳 59.6歳  ９月末現在

療養諸費の推移 （自己負担額を含む医療費の総額）

（単位：千円） 療養諸費＝療養給付費（医療給付）＋療養費等（柔道整復、はり、きゅう　など）

H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４見込み R５見込み

一般被保険者 4,236,597 4,364,145 4,360,105 4,300,702 4,096,779 3,910,669  65歳未満＋前期高齢者

65歳未満 1,525,047 1,550,852 1,448,012 1,393,510 1,347,793 1,321,066  ０～64歳

前期高齢者 2,711,550 2,813,293 2,912,093 2,907,192 2,748,986 2,589,603  65～74歳
退職被保険者等 49,984 5,550 68 0 0 0

合計 4,286,581 4,369,695 4,360,173 4,300,702 4,096,779 3,910,669  一般＋退職
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278,003
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R５年度
見込み

① 一 般 （０～64歳）

② 一 般 （65～74歳 ： 前期高齢者）

③ 退 職 （本人、被扶養者）

④ 全被保険者

（円） 一人あたり療養諸費の推移

療養諸費＝療養給付費（医療給付）＋療養費（柔道整復、はり、きゅう など）
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令和３年度 一人あたり療養諸費（全被保険者）（円）

○の中の数字は、一人あたり療養諸費の高い順
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（４） 特定健康診査の状況について 

１） 特定健康診査・特定保健指導の実施率の推移 (法定報告)  
資料：公益社団保人 国民健康保険中央会 統計情報

【特定健康診査継続受診者の状況①】                                     資料：健康課算出

  対象者数 受診者数 受診率 継続受診者数 新規受診者数 不定期受診者数 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 

A B B/A D D/B(前年) C C/B D D/B 

H28 9,356 5,693 60.8% -- -- -- -- -- -- 

H29 9,039 5,515 61.0% 4,602 80.8% 913 16.6% -- -- 

H30 8,536 5,332 62.5% 4,411 80.0% 682 12.8% 239 4.5% 

R1 8,477 5,246 61.9% 4,353 81.6% 609 11.6% 284 5.4% 

R2 8,534 4,767 55.9% 4,030 76.8% 499 10.5% 238 5.0% 

R3 8,199 4,566 55.7% 3,711 77.8% 419 9.2% 436 9.5% 

【特定健康診査継続受診者の状況②】                                資料：健康課算出

受診者総数 6 年連続受

診 

5 年受診 4 回受診 3 回受診 2 回受診 1 回のみ受診 

A B B/A C C/A D D/A E E/A F F/A G G/A 

6,584 2,221 33.7% 813 12.3% 704 10.7% 703 10.7% 863 13.1% 1,280 19.4% 

※継続受診者の実人数は、6 年間（Ｈ28～Ｒ３）で、一度でも健診を受診した 40～74 歳の者。 

【特定保健指導の推移】                                         資料：健康課算出

  健診受診者 対象者数 受診者数 実施率 保健指導対象者出現率 

A B C C/B B/A 

H28 5,515 719 454 63.1％ 13.0％ 

H29 5,399 747 503 67.3％ 13.8％ 

H30 5,212 738 521 70.6％ 14.1％ 

R1 5,104 708 497 70.2％ 13.9％ 

R2 4,646 607 507 83.5％ 13.0％ 

R3 4,472 627 530 84.5％ 14.0％ 

Ｒ２年度（国保） 南砺市 R3（法定報告） 富山県 全国 

特定 

健診 

対象者数 8,167 人 7,836 人 144,071 人 18,385 ,561 人

受診者数 4,646 人 4,47２人 60,099 人 6,189,888 人

実施率 56.9％ 57.1％ 41.7％ 33.7％

特定 

保健 

指導 

対象者数 607 人 62７人 6,638 人 707,022 人

受診者数 507 人 530 人 2,362 人 197,416 人

実施率 83.5％ 84.5％ 35.6％ 27.9％

新規受診者とは、過去に 1回も受診したことがない者
（※当該年度の市特定健診受診者の全数であり、法廷報告値と異なる）

継続受診者は毎年受診している者

（割合は前年度受診者を分母として算出）

不定期受診とは、過去に健診を受診したことがある者
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2） 重症化予防 

１．メタボリックシンドローム該当者・予備群の状況 
資料：健康課算出              

※同規模・・人口規模が近い市町村（人口 50,000 未満） 

2. 血糖、HbA1c（NGSP 値）の経年変化 
資料:健康課算出 

単位：人 

年度 
HbA1c 

測定者 

正常 

5.5 以下

正常高値 

5.6～5.9

糖尿病の可能性が 

否定できない 

6.0～6.4

受診勧奨判定値 

6.5 以上

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

R1 5,218 985 18.9% 2,129 40.8% 1,343 25.7% 761 14.6% 

R2 4,752 1,035 21.8% 1,842 38.7% 1,173 24.7% 702 14.8% 

Ｒ3 4,548 936  20.6% 1.905 41.9% 1,088 23.9% 619 13.6% 

実数 実数 割合 実数 割合 実数 割合

総数 1,704 362,310 35.2 22,795 36.8 2,466,007 35.2

　男性 1,132 248,687 55.3 14,755 57.1 1,716,299 55.6

　女性 572 113,623 19.6 8,040 22.3 749,708 19.1

総数 169 51,869 5.0 2,580 4.2 344,182 4.9

　男性 38 7,431 1.7 378 1.5 54,285 1.8

　女性 131 44,438 7.7 2,202 6.1 289,897 7.4

66 6,891 0.7 492 0.8 45,673 0.7

271 82,259 8.0 4,465 7.2 565,942 8.1

119 26,619 2.6 1,613 2.6 187,750 2.7

180 32,659 3.2 2,049 3.3 212,554 3.0

102 10,798 1.1 924 1.5 71,572 1.0

353 99,633 9.7 6,112 9.9 677,523 9.7

494 70,947 6.9 5,455 8.8 462,178 6.6

南砺市国保 同規模平均 県 国

割合

血糖・脂質 2.3

血圧・脂質 7.9

血糖・血圧・脂質 11.0

1.5

血圧のみ 6.1

脂質のみ 2.7

血糖・血圧 4.0

メ
タ
ボ
該
当
・
予
備
群
レ
ベ
ル

腹囲

38.1

56.9

23.0

BMI

3.8

1.9

5.3

血糖のみ

未治療 治療

319 442
41.9% 58.1%

88 268
24.7% 75.3%

293 409
41.7% 58.3%

77 261
22.8% 77.2%

247 372
39.9% 60.1%

67 208
24.4% 75.6%

R03

619
13.6%

275
6.0%

R02

702
14.8%

338
7.1%

R01

761
14.6%

356
6.8%

再掲

再）7.0以上

年度
6.5以上

14.6%

14.8%

13.6%

6 .8%

7.1%

6 .0%
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3. 血圧の経年変化 
資料:健康課算出

単位：人 

年度 
血圧 

測定者 

正常 

120/80 以下 

正常高値 

120～129/80 以下 

高値血圧 

130～139/80～89

Ⅰ度 

140～159/90～99

Ⅱ度以上 

160/100 以上

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

R1 5,246 1,433 27.3% 1,019 19.4% 1,611 30.7% 970 18.5% 213 4.1% 

R2 4,767 1,174 24.6% 925 19.4% 1,514 31.8% 963 20.2% 191 4.0% 

R3 4,566 1,152 25.2% 910 19.9% 1,405 30.8% 911 20.0% 188 4.1% 

【重症化しやすいⅡ度高血圧以上の方の状況】 

4. 脂質異常症（LDL コレステロール）の経年変化 

資料:健康課算出

【ＬＤＬコレステロールの年次比較】 
 単位：人

年度 
LDL 

測定者 

正常 

120 未満 

保健指導判定値 

120～139 

受診勧奨判定値 

140～159 

受診勧奨判定値 

160 以上 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

R1 5,246 2,898 55.2% 1,263 24.1% 746 14.2% 339 6.4% 

R2 4,767 2,478 52.0% 1,155 24.2% 724 15.2% 410 8.6% 

R3 4,566 2,329 51.0% 1,126 24.7 % 701 15.4% 410 9.0% 

【重症化しやすい LDL160 以上の方の状況】 

未治療 治療

122 91
57.3% 42.7%

17 7
70.8% 29.2%

114 77
59.7% 40.3%

17 8
68.0% 32.0%

105 83
55.9% 44.1%

13 10
56.5% 43.5%

R03

188
4.1%

23
0.5%

R02

191
4.0%

25
0.5%

R01

213
4.1%

24
0.5%

再掲

再)Ⅲ度高血圧

年度
Ⅱ度高血圧以上

4.1%

4.0%

4.1%

0.5%

0.5%

0.5%

未治療 治療

294 45
86.7% 13.3%

80 10
88.9% 11.1%

371 39
90.5% 9.5%

96 13
88.1% 11.9%

379 31
92.4% 7.6%

105 9
92.1% 7.9%

R03

410
9.0%

114
2.5%

R02

410
8.6%

109
2.3%

R01

339
6.5%

90
1.7%

再掲

再)180以上

年度
160以上

6.5%

8.6%

9.0%

1.7%

2.3%

2.5%
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第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）における現状と課題(中間評価）

6条・9条

社会保障制度改革推進法 消費税増税 医療と介護の適正化 目標
（どう国民に成果を示すか） 国保中央会

国民健康保険法に基づく保健事業の実施に 健康増進法　第8条・9条
関する指針の一部改正（平成26年4月）

　厚生労働省様式

保健事業の実施計画（データヘルス計画）

国民健康保険法　第82条 作成の手引き（平成29年9月） 評価

高額レセプト（１ヶ月 80万円以上） P15 図表11

※ 良い結果が現れているところ　　　　　　　　　　課題となるところ　　　　　　　

特定健康診査・特定保健指導 P14 図表10 26 48 40

29 24 23

人工透析患者のレセプト P16 図表13

メタボ該当者の把握 P57 参考資料1 112 51 50

95 23 33

83 68 80

メタボ該当者の有所見の割合（／健診受診者） P13 図表9

重症化予防 P45 図表34

H28 R2 R3 H28 R2 R3 H28 R2 R3 H28 R2 R3

男性 5.8% 6.9% 5.9% 2.5% 3.8% 3.7% 12.4% 11.7% 11.7% 11.1% 15.7% 15.8%

女性 2.2% 3.1% 2.5% 1.2% 1.1% 1.2% 4.8% 5.4% 4.9% 5.8% 8.1% 7.2%

血糖値の高い人（HbA1c 5.6以上） P13 図表9、P18 図表15

H28 R2 R3 H28 R2 R3

60.7% 63.8% 66.2% 62.0% 60.5% 65.7%

72.9% 81.1% 80.6% 78.3% 83.4% 84.3% 特定健康診査の受診の有無とレセプト費用額

69.6% 77.2% 77.2% 73.9% 78.9% 80.6%

64.8% 66.2% 64.5% 65.9% 67.3% 64.2%

56.5% 56.7% 57.2% 56.0% 55.4% 55.8%

総医療費 P10 図表6

未受診者　 P20 図表17

（中長期・短期）目標疾患医療費計

介護（重症化の結果）

P9 参考資料1

一人あたりの医療費（月平均） P10 参考資料1 P17 図表14

Ｈ28

R２

R3

H28 R２ R3

H24.8.22

医療制度改革

データヘルス計画
（平成30年度～平成35年度）

KDB
（国保データベースシステム）保険局 健康局

H28 R2 R3 R3同規模 虚血性心疾患

全体
件数

脳血管疾患
525 717 699

3位／266
特定健康診査受診率

62.5% 56.8% 57.1% 39.3% 費用額

特定保健指導実施率 63.1% 84.2% 84.5%

7億2927万円 10億4564万円 10億3939万円

H28 R2 R3

全体
件数

糖尿病性腎症

212 109 130

5927万円 5738万円

H28 R2 R3 R3同規模 脳血管疾患

メタボ該当者 21.9% 26.7% 25.2% 20.8% 虚血性心疾患

血糖＋血圧 血糖＋脂質 血圧＋脂質 3項目全て

メタボ予備群 10.2% 9.5% 10.2% 11.3% 費用額 9746万円

市
40-64歳

65-74歳

南砺市 一人あたり
月平均

H28

男性 女性

国 南砺市 28,440円 42,330円 29,510円 50,900円

R2 R3

富山県 受診者 未受診者 受診者 未受診者 受診者 未受診者

31,000円 47,840円

同規模 23,510円 40,730円 25,510円 43,720円 25,210円 42,940円

43,710円

H28年度 R2 R3 伸び（H28と比較）

26,210円

38億1386万円 38億8065万円 37億５４５６万円 ▲5,930万円

富山県 24,450円 41,050円 24,630円 42,260円

健診も治療も受けていない人（R３）
体の状態が
把握できない

H28年度 R2 R3 伸び（H28と比較） 1,201人
7億6377万円 6億2895万円 ６億１３４万円

27,153円 25,681円 27,412円 25,337円

▲１億6243万円 (健診対象者7,852人中)

南砺市 同規模平均 富山県 国

30,862円 28,818円 29,457円 27,039円

31,179円 27,392円 27.962円 25,629円

・総医療費及び中長期・短期目標疾患医療費が減少。

・一人当たりの医療費はR2年度に比べ減少しているが、同規

模、県、国に比べ高い。

＜市の課題＞

◎特定健診の受診率が減少。コロ

ナ禍の中でも健診を受診できる体

制を整える必要がる。

また、若い世代から健診をうける

習慣づくりが必要。

◎メタボ該当者と予備群を併せ

た割合は35.4%と高い。メタボ
該当者のうち、血糖・血圧・脂

質の3項目全て該当する者の
割合が高い。

◎要介護認定者（2号）の有病
状況は、循環器疾患で脳血管

疾患が69.6％を占めている。ま
た、91.3％が基礎疾患をもって
いる

＜中長期目標＞

・糖尿病性腎症、虚血性心疾

患、脳血管疾患を減少させ医

療費の伸びを抑制する。

・入院の件数と費用額を抑え

る。

＜短期目標＞

・特定健康診査受診率の目標

値65％を達成する。

・特定保健指導実施率の目標

値65％を達成する

・糖尿病、高血圧、脂質異常

症、メタボ該当者を減少させる。

・国の指針の基づき、がん検

診受診率を50％以上にする。

１

２

２

３

３

４

４

５

６

６

７

７

【第２期計画の特徴】

※保険者努力支援制度評価指標

○特定健診・保健指導実施率の維持

かかりつけ医で実施した検査データを、本人同意の

もと特定健診データとして活用できる体制を整備

○重症化予防の取り組み

「糖尿病性腎症病期分類」に基づく重症化予防対

象者抽出と保健指導の実施を可能にするため、特

定健診後の2次検査として、微量アルブミン検査を

かかりつけ医にて実施できる体制を整備

５

１

64,573円

19.1%

0.3%

0.35%

85,560円

39,930円38,080円

R2

65,647円

18.7%

0.3%

0.3%

85,370円

39,850円

要介護認定

別医療費

認定あり 84,430円 95,100円 99,000円 80,270円

認定なし 44,140円 49,500円 49,680円

新規認定者 0.3% 0.2% 0.2% 0.3%

２号認定者 0.2% 0.3% 0.22% 0.4%

１件あたりの給付費 69,378円 72,368円 72,156円 61,245円

１号認定者数（認定率） 20.8% 19.3% 19.4% 20.2%

H28 R2 R3 H28

南砺市 同規模保険者平均

R3 認定者数

（認定率）

91.3%

13.0%

新規 ４人 8人

0.20% 0.27%

H28 R２

36人 44人

R3

36人

0.22%

23人

５人

69.6%

8.7%

8.7%

12.5%

24人

75.0% 83.3%

合併症 糖尿病合併症 10.0% 8.3%

基礎疾患

60.0% 62.5%

腎不全 5.0% 12.5%

循環器疾患

脳血管疾患

高血圧・糖尿病・脂質

虚血性心疾患

２

号

認

定

者

10.0%

（国保・後期） 20人

特定健診受診者

H28（5,515人）

R2（4,767人）
R3（4,566人） H28 R2 H28 R2 H28 R2

治療中 1,234人 1,351人 204人 261人 87人 77人

重症化予防

対象者（％）

1,832人
（33.2%）

453人
（8.2％）

554人
（11.6％）

228人
（4.1％）

特定保健指導

(再掲) 346人 348人 52人 38人 53人 52人

治療なし 598人 575人 249人 293人 141人586人

188人
（4.1％）

83人

105人

41人

重症化予防対象者

(各学会ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに基づく実人数)

糖尿病
HbA1c6.5%以上

（治療中7.0%以上）

高血圧
Ⅱ度（160/100）以上

R3 R3 R3

1,926人
（40.4％）

1,267人

114人

191人
（4.0％）

327人

455人
（10.0％）

208人

247人

57人

1,853
（40.6％）
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南砺市国 健康保険
「第３期保健事業実施計画（データヘルス計画）」 
「第４期特定健康診査等実施計画」の策定について 

１．趣 旨                                      
データヘルス計画は国 健康保険法第82条第4項の規定により厚生労働大臣が

定める「国 健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」によって策定す
るものであり、特定健康診査等実施計画は高齢者の医療の確保に関する法律第 19
条の規定により保険者が定めることになっている計画である。 
本市においては、生活習慣病対策をはじめとする被保険者の健康増進、健康寿

命の延伸により、医療費の適正化及び保険者の財政基盤の強化を図ることを目的
としている。 

２．計画の進め方                                   
ともに計画最終年度となる令和５年度に、計画に掲げた目的・目標の達成状況を

評価検証し、計画を見直す。 
国保データベース（KDB）システムの健診・医療・介護のデータにより、受診

率・受療率、医療の動向等を確認し、経年比較を行うとともに、個々の健診結果の
改善度を評価し次期計画を検討する。 
南砺市 健康プランの評価指標等と整合性を図り、厚 労働省から される 

向性も注視しながら一体的に保健事業を推進する。 

３．計画策定までの主なスケジュール （予定）    

  令和５年７  １２  健診・医療・介護等のデータの分析、健康課題の把握、 
             目標の設置 
  令和６年１月     計画案の作成 
      ２月     南砺市国 健康保険運営協議会での計画案の審議
      ３月     計画策定 
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